
東海市告示第７７号 

 

 令和８年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金交付要綱を次のよう

に定める。 

 

令和８年４月１日 

 

                     東海市長 花 田 勝 重 



令和８年度東海市事業者等省エネルギー設備導入等促進補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、省エネルギー診断の実施、省エネルギー設備の導入若しくは更 

 新又は再生可能エネルギー設備の導入をする事業者に対し、経費の一部を補助する

ことにより、エネルギー使用量を低減し、環境にやさしいエネルギーを使用するこ

とで、温室効果ガスの排出の量を削減し、地球温暖化への関心を高め、もって地球

温暖化の防止に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 省エネルギー診断 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最

適化診断等の専門機関のエネルギー管理士等が、事業所全体のエネルギーの使用

状況等の調査及び分析をし、年間のエネルギー使用量及び温室効果ガス排出量、

温室効果ガス排出量の削減に資する措置の内容及び経費並びに温室効果ガス排

出量の削減効果を明示した報告書が作成されるものをいう。 

 事業者 商業、工業、金融業その他の事業を行う個人又は法人をいう。 

 事業所 事業者が自ら行う事業活動の用に供する施設（居住の用に供されるも

のを除く。）をいう。 

 省エネルギー設備 燃料、原材料等の使用量削減につながるエネルギー消費効

率の高い設備（中古品又はリースにより取得するものを除く。）をいう。 

 再生可能エネルギー設備 再生可能エネルギーを電気に変換し発電する設備

（中古品又はリースにより取得するものを除く。）をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当する事業者とする。 

 次のいずれかに該当する者 

 ア 今後３年以内に省エネルギー設備の導入若しくは更新又は再生可能エネル

ギー設備の導入をする目的で、令和９年２月２８日までに省エネルギー診断を

実施する者（以下「省エネルギー診断を実施する者」という。） 



 イ 省エネルギー診断の結果に基づき、令和９年１２月３１日までに温室効果ガ

ス排出量を平成２５年度と比較して削減することが見込まれる省エネルギー設

備を導入し、又は更新する者（以下「省エネルギー設備を導入し、又は更新す

る者」という。） 

 ウ 省エネルギー診断の結果に基づき、令和９年１２月３１日までに温室効果ガ

ス排出量を平成２５年度と比較して削減することが見込まれる再生可能エネル

ギー設備を導入する者（以下「再生可能エネルギー設備を導入する者」という。） 

 事業開始予定日が令和８年度内にある者 

 市内に事業所を有し、当該事業所において事業（風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）の規定により許可又は届出

を要する事業を除く。）を行っている者 

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭

和５４年法律第４９号）第７条に規定する特定事業者ではない者 

 市税を滞納していない者 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は当該暴力団若

しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でない者 

 国、県、地方公共団体及び一部事務組合ではない者 

２ 前項第３号の事業所が店舗等併用住宅である場合は、店舗等部分延床面積の２分

の１以上が事業の用に供するものでなければならない。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲

げる事業（以下「補助対象事業」という。）に係る経費（消費税及び地方消費税を除

く。）とする。 

 省エネルギー診断の実施 

 省エネルギー診断の結果に基づく省エネルギー設備の導入又は更新 

 省エネルギー診断の結果に基づく再生可能エネルギー設備の導入 

２ 補助金の額は、別表第１に定める額（１，０００円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り捨てる。）とする。 

３ 補助金は、予算で定める額の範囲内において交付する。 



（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、事業開始予定日の１４日前までに、補

助金交付申請書に別表第２に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、先着順とし、申請者につき１回限りとする。 

（補助金の交付内定及び通知） 

第６条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金の交付を内定し、その旨を補助金交付内定通知書によ

り申請者に通知するものとする。 

２ 前項の場合において、補助金の目的を達成するために必要があるときは、条件を

付すことができる。 

３ 市長は、第１項の規定による審査の結果により、補助金を交付することが適当で

ないと認めたときは、補助金交付申請却下通知書により申請者に通知するものとす

る。 

（計画の変更） 

第７条 前条第１項の規定による内定を受けた者（以下「交付内定者」という。）が、

計画の変更を行う場合には、補助対象事業の着手前に補助金変更交付申請書（以下

「変更交付申請書」という。）に設置変更概要書を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の変更交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、前条第１項の規定による内定を変更し、補助金交付内定額に変更があ

る場合には補助金変更交付内定通知書により、補助金交付内定額に変更がない場合

には補助金変更交付申請承認通知書により補助金変更交付申請者に通知するもの

とする。 

（計画の中止） 

第８条 交付内定者が、補助対象事業を中止する場合には、速やかに補助金交付申請

取下書（以下「交付申請取下書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の交付申請取下書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、第６条第１項の規定による内定を取り消し、補助金交付内定取消通知

書により交付内定者に通知するものとする。 

（実績報告） 



第９条 交付内定者は、令和９年３月２４日又は補助対象事業の完了の日から６０日

を経過した日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書に別表第３に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定に関わらず、交付内定者のうち省エネルギー設備を導入し、若しくは

更新する者又は再生可能エネルギー設備を導入する者に対する前項の規定の適用

については、同項中「令和９年３月２４日」とあるのは、「令和１０年１月３１日」

とする。 

３ 市長は、交付内定者が第１項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

に規定する日までに補助金実績報告書を提出しなかったときは、交付内定を取り消

し、その旨を当該交付内定者に通知する。 

（補助金の額の確定及び通知） 

第１０条 市長は、前条第１項の補助金実績報告書を受理し、その内容を審査し適当

と認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに交付内定者に通知するものとする。 

（補助金の支払） 

第１１条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うも

のとする。 

２ 前条の規定による通知を受けた者は、前項の規定による支払を受けようとすると

きは、速やかに補助金支払請求書を市長に提出しなければならない。 

（取得財産の管理及び処分） 

第１２条 補助対象者は、補助金の交付を受けて取得した財産（以下「取得財産」と

いう。）を、善良な管理者の注意をもって管理し、適切な保守及び点検の実施により

維持に努めなければならない。 

２ 補助対象者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第

１５号。以下「省令」という。）に定める耐用年数の期間内において、市長の承認を

受けずに取得財産を補助金の交付目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄、貸付け又

は担保として提供（以下「処分」という。）をしてはならない。 

３ 補助対象者は、前項の承認を受けようとするときは、あらかじめ取得財産の処分

に関する承認申請書を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前３項に定める場合において必要があると認めるときは、取得財産の管

理及び運用の状況について調査することができるものとする。 



（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交

付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一

部を返還させることができる。 

  この要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

  提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正の行為があった

とき。 

（協力） 

第１４条 市長は、補助対象者に対し、必要に応じて温室効果ガスの削減量等のデー

タの提供を求めることができる。 

２ 補助対象者は、前項の規定による求めがあった場合は、データの提供について積

極的に協力するものとする。 

（雑則） 

第１５条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

別表第１（第４条関係） 

補助対象者 補助金の額 

省エネルギー診断を実施

する者 

補助対象経費の２分の１（１，０００円未満の端数が

あるときは、端数金額を切り捨てた額。以下同じ）の

額とし、２５０，０００円を限度額とする。 

省エネルギー設備を導入

し、若しくは更新する者

又は再生可能エネルギー

設備を導入する者 

温室効果ガス排出削減量１ｔ－ＣＯ２当たり１０，０

００円を乗じて得た額に当該設備に係る省令に定め

る耐用年数を乗じて得た額とし、２，０００，０００

円を限度額とする。 

 

別表第２（第５条関係） 

補助対象者 提出書類 



省エネルギー診断を実

施する者 

 補助対象経費が確認できる見積書等の写し 

 市税の完納証明書 

 誓約書 

 その他市長が必要と認める書類 

省エネルギー設備を導

入し、若しくは更新する

者又は再生可能エネル

ギー設備を導入する者 

 導入し、又は更新する設備の設置概要書（規格、全

体配置図、導入し、又は更新する設備の据付図等） 

 対象設備の設置予定場所の現況写真 

 補助対象経費が確認できる見積書等の写し 

 省エネルギー診断の結果に係る報告書の写し 

 固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書

の写し 

 市税の完納証明書 

 誓約書 

 その他市長が必要と認める書類 

 

別表第３（第９条関係） 

補助対象者 提出書類 

省エネルギー診断を実

施する者 

 省エネルギー診断の結果報告書の写し 

 補助対象経費の支払が確認できる領収書等の支払

を証明するに足る書類の写し 

 その他市長が必要と認める書類 

省エネルギー設備を導

入し、若しくは更新する

者又は再生可能エネル

ギー設備を導入する者 

 補助対象経費が確認できる契約書の写し 

 補助対象経費の支払が確認できる領収書等の支払

を証明するに足る書類の写し 

 導入し、又は更新した設備の設置状況が確認できる

写真（設置状況が確認できるもの並びに設備本体、設

備本体に貼付されている型式及び製造番号が分かる

ものとする。） 

 その他市長が必要と認める書類 



 


